
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための 

東北・新潟共同メッセージ 
～心をひとつに故郷を守ろう ～ 

 

政府は，４月５日から宮城県等にまん延防止等重点措置を適用し，４月２５日か

らは東京都，京都府，大阪府及び兵庫県を緊急事態措置区域としましたが，変異株

の感染者の増加や，重症患者の増加による病床のひっ迫など，全国的に予断を許さ

ない状況となっています。 

各県においては，すでに県民・市民の皆様にさまざまな要請を行っているところ

ですが，昨年度に引き続き，大型連休期間を前に，あらためて，以下について，ご

協力を強くお願いします。医療関係者をはじめ，生活に不可欠な業務に従事してい

る方々を感謝の気持ちで応援するとともに，東北・新潟が一丸となって，新型コロ

ナウイルス感染症の終息に向けて取り組んでまいりましょう。 

 

１ 県境をまたぐ移動の自粛等 

緊急事態宣言対象都府県との往来は自粛していただくよう，また，まん延防止

等重点措置区域との往来についても極力控えていただくようお願いします。 

それ以外の地域間においても，県境等をまたぐ往来について，感染状況を踏ま

え，慎重な判断をお願いします。また，オンライン帰省やテレワークなどを積極

的に活用していただくようお願いします。 

 

２ 基本的な感染防止対策の徹底 

  マスクの正しい着用，こまめな手洗い，消毒，「三密」を避けるなどの基本的な

感染予防対策の徹底を改めてお願いします。 

  飲食店を利用する場合は，感染防止対策が講じられているお店を利用していた

だくようお願いします。また，多人数や長時間に及ぶ会食の自粛，会話の際のマ

スク着用の徹底をお願いします。 

  飲食店の皆様におかれましては，従業員のマスク着用，座席配置の工夫，アク

リル板の設置，定期的な換気など，業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策

を徹底していただくよう改めてお願いします。 

 

 令和３年４月２６日 
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